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線状降水帯に関する情報について

防災気象情報の伝え方に関する検討会における議論の報告

線状降水帯予測精度向上ワーキンググループ（第2回会合）
令和３年５月24日

気象庁

参考資料３
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線状降水帯に関する情報のコンセプトと情報イメージ

● 背景 ～なぜ始めるのか～
毎年のように線状降水帯による顕著な大雨が発生し、数多くの甚大な災害が生じています。この線状降水帯による大雨が、災害発生の危

険度の高まりにつながるものとして社会に浸透しつつあり、線状降水帯による大雨が発生している場合は、危機感を高めるためにそれを知らせて
ほしいという要望があります。

● 位置づけ ～情報のコンセプト～
大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている状況を「線状降

水帯」というキーワードを使って解説する情報です。
※ この情報は警戒レベル相当情報を補足する情報です。警戒レベル４相当以上の状況で発表します。

線状降水帯に関する情報のコンセプト

○○地方、○○地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所
で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の
危険度が急激に高まっています。

大雨災害発生の危険度
が急激に高まっている線
状降水帯の雨域

線状降水帯に関する情報のイメージ 線状降水帯に関する情報を補足する図情報のイメージ
顕著な大雨に関する〇〇県気象情報

令和３年出水期

※ 線状降水帯がかかる大河川の下流部では今後危険度が高まる可能性があることにも留意する必要がある
旨、ホームページ等に解説を記述する。

※ 「雨雲の動き」（高解像度
降水ナウキャスト）の例。

※ この情報により、報道機関や気象キャスター等が「線状降水帯」というキーワードを用いた解説がしやすくなることが考えられます。
既存の気象情報も含めて状況を的確にお伝えすることにより、多くの方々に大雨災害に対する危機感をしっかり持っていただくことを期待します。

「防災気象情報の伝え方に関する検討会」報告書（令和3年4月28日）より
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顕著な大雨に関する情報の発表基準

1. 【雨量】 解析雨量（5kmメッシュ）において前３時間積算降水量が100mm以上の分布域の面積が500km2以上
2. 【雨量】 1.の形状が線状（長軸・短軸比2.5以上）
3. 【雨量】 1.の領域内の最大値が150mm以上
4. 【危険度】大雨警報(土砂災害)の危険度分布において土砂災害警戒情報の基準を実況で超過（かつ大雨特別警報の土壌雨量指数基準値への到達割合8割以上）

又は洪水警報の危険度分布において警報基準を大きく超過した基準を実況で超過

顕著な大雨に関する情報の発表基準

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている状況を
「線状降水帯」というキーワードを使って解説できるよう、顕著な大雨に関する情報の客観的な基準を設定。
※ なお、線状降水帯については専門家の間でも様々な定義が使われている。

次々と発生する発達した雨雲（積乱雲）が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで
作り出される、線状に伸びる長さ50～300km程度、幅20～50km程度の強い降水をともなう雨域。

（参考）予報用語における線状降水帯の定義

※ 上記１～４すべての条件を満たした場合に発表する。
※ 再度基準を超過したときに情報発表を抑止する期間は３時間とする。
※ 運用開始後も、利用者からの意見も踏まえつつ、必要に応じて発表条件の見直し、精度検証を実施するとともに、情報の意味の周知徹底・利活用促進を図りながら、継続

的に情報改善に努める。

（内閣府SIPと連携して発表基準を検討）

第10回「防災気象情報の伝え方に関する検討会」 （令和3年4月19日）資料より

令和３年出水期
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顕著な大雨に関する情報の想定される発表事例数

全国において１年間あたり約10～20の事例に対して顕著な大雨に関する情報が発表される想定。

4 5 6 7 8 9 10 11 計
2017 5 4 6 1 0 16
2018 0 0 2 8 5 5 0 0 20
2019 0 1 2 6 5 3 5 0 22
2020 0 0 4 6 2 1 0 0 13

全国における顕著な大雨に関する情報の発表事例数
（隣接県で発表基準を超過したケースや6時間以内に再度発表基準を超過したケースを1回とカウント）

※ 危険度分布の提供を開始した平成29年7月以降を対象としている。

（参考）顕著な大雨に関する情報の発表基準を満たした一次細分区におけるすべての市町村において、床上浸水又は土砂災害が発生しなかった割合は
約18％

（内閣府SIPと連携して調査を実施）

※ 災害の情報は、内閣府、消防庁、国土交通省、都道府県、市町村の資料を用い、床上浸水又は人的被害、人家被害が発生した土砂崩れ、土石流を対象とした。これは速報であり、数値等は今後変
わることがある。

※ 災害発生時刻は考慮していないため、発表時点で災害が発生していたか否かは不明。

（参考）顕著な大雨に関する情報の発表基準を満たした全71事例のうち、大雨特別警報が発表されたケースは11事例（約15％）

第9回「防災気象情報の伝え方に関する検討会」 （令和3年3月15日）資料に一部加筆
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顕著な大雨に関する情報が対象とする「線状降水帯」とは

線状降水帯※2
※2 次々と発生する発達した雨雲（積乱 雲）が列をなした、組織

化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過ま
たは停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50～300km
程度、幅20～50km程度の強い降水をともなう雨域。

※1
1. 解析雨量（5kmメッシュ）において前３ 時間積算降水量が

100mm以上の分布域の面積が500km2以上
2. 1.の形状が線状(長軸・短軸比2.5以上)
3. 1.の領域内の最大値が150mm以上
4. 大雨警報(土砂災害)の危険度分布において土砂災害警戒情

報の基準を実況で超過（かつ大雨特別警報の土壌雨量指数
基準値への到達割合8割以上）又は洪水警報の危険度分布に
おいて警報基準を大きく超過した基準を実況で超過

気象レーダー等の情報か
ら客観的に判断して、発
表条件※1を満たす場合に
は顕著な大雨に関する情
報を発表する。

持続性がある危険な線状降
水帯であるかどうかの絞り込み
は、予測技術の向上も含め、
今後の課題とする。

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている状況を
「線状降水帯」というキーワードを使って解説できるよう、顕著な大雨に関する情報の客観的な基準を設定。
※ なお、線状降水帯については専門家の間でも様々な定義が使われている。

台風本体の雨雲(壁雲)の例台風による地形性降水の例 危険度が高まっている例 危険度が高くない(海上)例

「線状降水帯」という
キーワードを用いる。

大雨による災害発生の危険度が
急激に高まっている中で、
線状の降水帯により非常に
激しい雨が同じ場所で
降り続いている状況。※1

第10回「防災気象情報の伝え方に関
する検討会」 （令和3年4月19日）
資料より

令和３年出水期


